
身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応
〜 岡崎市終活応援事業の実践 〜

岡崎市ふくし相談課 課⻑ 齊藤哲也
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死後事務契約不履行

解約ができない

不必要なサービスを附帯

預託金を流用

＜社会問題＞

サービス料金が不明瞭

岡崎市の現状

一人暮らしで身寄りがない

親族はいるが頼れない

判断能力が不十分になってきた

将来の備えとして

差し迫った問題がある

信頼性・認知度が低い

低所得者へのサービス提供

規制や基準を設定してほしい

行政との連携

比較検討の難しさ

＜高齢者等の困りごと＞ ＜事業者の困りごと＞✖ ✖

20,307人
認知症有病者数

2040年（推計）
第8期地域包括ケア計画

12,984人
独居高齢者
2020年 国勢調査

20件
身寄りのない遺体の相談

2022年度 地域福祉課

緊急時の連絡
孤独死

空家
安否確認

24.59％
高齢化率
2024.3.31 現在

⻑寿課

4,684人
精神障害者保健福祉手帳

所持者
2023年度 障がい福祉課親亡き後問題

金銭管理

3,282人
療育手帳所持者
2023年度 障がい福祉課

家賃・入院費用の
精算

１



あ

終末期を支える仕組みが必要

２

「終末期のサービスをパッケージで提供できないかな」
「松・竹・梅みたいに選択肢があるといいな」
「予算も人手もかけないでやりたいな」

「行政だけじゃできないよな」
「職種がいろいろあるからどこに声を掛けたらいいんだ」
「そもそもどれだけサービスがあるの」
「範囲が広いのでグループが組めないかな」
「でもどうやってマッチングするんだ」
「この仕組みに⺠間事業者は乗ってくれるのか」
「できれば優良な事業所と手を組みたい」

「SDGs公⺠連携プラットフォームがあるじゃん」
「⺠間提案募集制度も使ってみよう」

で
も

そ
う
だ

・⺠間の⾒識と意⾒を聞きたい
・公⺠と⺠⺠の連携体制を作りたい
・スキームの実現性を探りたい



終活応援事業（公募フロー）

 「必須サービス」を取り扱う公⺠連携事業者を公⺠連携事業者として公募する

 公募する公⺠連携事業者は、❹〜❽を担う

 公⺠連携事業者は、契約内容の共有や利⽤者状況の共有など岡崎市と進捗報告と合わせて情報連携し、⼀体で利⽤者のサポート
を行う

 岡崎市は、採択した公⺠連携事業者を「終活応援事業認定サービス事業者」として周知、登録を誘引し、利⽤希望者の事業者への
繋ぎこみを行う

高齢者等に関する身元保証・生活支援・死後事務などに関するサービス提供体制の構築

３



終活応援事業（サウンディング）

経 過

R5. 9月 意見交換会

R5.10月 公募（⺠間提案募集制度）

R5.12月 事業者選定（５者）

R6. 5月 持続可能な権利擁護支援
モデル事業内示（厚生労働省）

R6. 4月 協定締結（５者）

R6. 6月 補正

R6. 6月 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン発出

R6. 7月 終活応援事業スタート

１８社＋金融機関が参加

・取り纏め事業者としての、公募への懸念、ハードル

・サービス補完事業者としての、公募への懸念、ハードル

・市への協力/条件設定について

・公募全体の意見、感想

・事業者間の情報交換

弁護士、司法書士、行政書士、葬祭業者、不動産業者、
清掃業者、保険代理店、石材店、居住支援法人、NPO、
障がいサービス事業所、信託銀行

民間のアイディア募集ではなく
事業パートナーを募集

４



終活応援事業（協定内容）

・重要事項を記した書類を交付して説明する

・サービス内容と費用を明確にする

・不要なサービスを附帯しない

・遺贈、死因贈与の附帯も提案もしない

・預託金の保全措置を講じること

・中途解約時は適切な返金に応じる

・苦情相談窓口を設ける

・利用者の判断能力が低下した場合は公的

支援機関に情報提供する など

高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの遵守

事業者（50音順） 形態

一般社団法人いきいきライフ協会三河
単独
司法書⼠事務所⺟体

NPO法人くらし応援ネットワーク
グループ
居住支援法人

公益社団法人シニア総合サポートセンター
単独
法律事務所⺟体

NPO法人たすけあい三河
グループ
居住支援法人

株式会社つながり（まごころサポートセンター）
グループ

葬儀社取りまとめ ５

①加齢等により判断能力が不十分になる
ことも想定される高齢者が契約主体

②死後事務等も含めると、契約期間が⻑
期にわたる

③ サービス内容が多岐にわたり、サービス提
供の方法や費用体系も一様ではないた
め、事業者の比較検討が困難である

④契約金額が高額、かつ、費用の一部
の支払いはサービスの提供に先行する

⑤契約内容の履行を担保できる者が不
在である場合が多い

身元保証等高齢者サポート事業における
消費者保護の推進に関する調査結果報告書
（令和5年8月総務省行政評価局）

身元保証等高齢者サポート事業に係る課題



終活応援事業（事業フロー）

６

岡崎市＆後見支援センター 市⺠利⽤者（高齢者等）

公⺠連携事業者
（サービス補完事業者）

相談対応・アセスメント
情報の提供

説明・契約
サービスの提供

（身元保証・生活支援・死後事務など）

死亡連絡

相談
死後事務の登録

預託金・利用料

協定・報告

※利用者ニーズに
応じて追加契約

事業連携

公⺠連携事業者
（取り纏め）

包括的なコーディネート



終活応援事業（提供サービス①）

７



終活応援事業（提供サービス②）

８
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